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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年８月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年９月１２日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市五貫
ご か ん

島北方沖（薄香
う す か

湾） 

 薄香湾港西防波堤灯台から真方位３０５°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.９′ 東経１２９°３１.９′） 

事故の概要  プレジャーボート海
かい

幸
こう

Ⅶは、西北西進中、また、プレジャーボート

光
みつ

延
のぶ

丸は、漂泊中、両船が衝突した。 

 光延丸は、船長が死亡し、両舷外板の割損等を生じ、また、海幸Ⅶ

は、船首部船底外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年９月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ プレジャーボート 海幸Ⅶ、５トン未満（長さ９.６０ｍ） 

   ２９０－５２５９５長崎、個人所有 

   ９.６０ｍ（Lr）×２.７５ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２１３.３０kＷ、平成１１年６月 

Ｂ プレジャーボート 光延丸、総トン数なし 

   なし、個人所有 

   ３.１３ｍ×１.３２ｍ×０.５１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３.７kＷ、平成元年１２月 

   第２９０－３５７６２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２９年７月３日 

    免許証交付日 平成２９年７月３日 

           （令和４年７月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５６年５月７日 

    免許証交付日 平成２９年５月２９日 

           （令和５年１月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 



- 2 - 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷、プロペラ翼に曲損 

Ｂ 両舷外板に割損、船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

日出時刻：０６時０３分ごろ 

常用薄明開始時刻：０５時３８分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者Ａ」と

いう。）を乗せ、法定灯火を表示し、釣りの目的で、令和３年９月 

１２日０５時３０分ごろ平戸市薄香湾漁港の桟橋を出航し、同市生
いき

月
つき

島北西方沖の釣り場に向かった。 

 船長Ａは、レーダーを休止状態とし、ＧＰＳプロッターを作動さ

せ、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当たり、同乗者Ａが後

部甲板に船尾方を向いて座り、約５～６km/h の速力（対地速力、以

下同じ。）で手動操舵によりＡ船を北進させた後、薄香湾港西防波堤

灯台の北方２００～３００ｍ付近で左転し、船首を薄香湾舵
かじ

掛岩
かけいわ

灯浮

標の少し南方に向けた。 

船長Ａは、間もなくして、薄香湾舵掛岩灯浮標の西側に白灯１個

（以下「本件灯火」という。）を視認し、釣り船の灯火だと思い、本

件灯火以外に前方に他船の灯火を見掛けなかったので、前路に航行の

支障となる他船はいないと思い、本件灯火に意識を向けながら徐々に

増速して約２２～２３km/h の速力で西北西進した。 

 船長Ａは、五貫島北方沖を航行中、０５時４０分ごろ衝撃音を聞

き、付近に敷設してある漁具を巻き込んだと思い減速したところ、同

乗者Ａから船舶であることを知らされ、後方を確認し、転覆して半没

状態のＢ船を認め、Ａ船とＢ船とが衝突したことを認めた。 

 船長Ａは、付近を低速力で旋回して船長Ｂを発見し、同乗者Ａの助

けを得て、船尾トランサムステップから船長Ｂを揚収した。 

 船長Ａは、携帯電話で海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

Ａ船は、船長Ａが操船して薄香湾漁港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、平戸市塩
しお

の浦
うら

の船だまりを出航

し、五貫島北方沖でＡ船と衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船に引き揚げられ、Ａ船で薄香湾漁港に運ばれた後、

救急車で病院に搬送されて死亡が確認され、医師による司法解剖の結

果、頭部挫滅損傷による失血死と検案された。 

 Ｂ船は、地元の水産会社の船舶により薄香湾漁港にえい
．．

航された

後、陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  Ａ船は、航行中、船首浮上はなく、前方の見通しは良かった。  
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船長Ａは、約４０年間、月に２～３回、友人を乗せて生月島及び平

戸市的山
あ づ ち

大
おお

島周辺で船釣りを行っており、薄香湾の航行経験が豊富で

あった。 

 Ｂ船は、長さが３ｍ未満（全長×０.９）のミニボート規格で、船

外機の出力が３.７kＷ（５馬力）であり、航海灯が装備されておら

ず、船舶検査における航行上の条件として、日没から日出までの間の

航行が禁止されていた。 

Ｂ船の船外機のギヤシフトレバーは、本事故後、中立の位置であっ

たことが確認された。 

船長Ｂは、小型船舶用救命胴衣を着用していた。 

本事故発生場所付近は、水深が約４０ｍであり、Ｂ船の錨索の長さ

が約２５メートルであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、五貫島北方沖を西北西進中、船長Ａが、前路に航行の支障

となる他船はいないと思い、本件灯火に意識を向けて航行したことか

ら、前路のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、本件灯火以外に前方に他船の灯火を見掛けなかったこと

から、前路に航行の支障となる他船はいないと思ったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、本事故発生場所付近の水深が約４０ｍであり、錨索の長さ

が約２５メートルであったことと、船外機のギヤシフトレバーが中立

であったことから、五貫島北方沖で漂泊中にＡ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが本事故で死亡し、また、目撃者がいないことか

ら、本事故当時の船長Ｂの見張りの状況について明らかにすることは

できなかった。 

 船長Ｂは、両船が衝突した際、頭部挫滅損傷により失血死に至った

ものと考えられる。 

Ｂ船は、航海灯が装備されておらず、日没から日出までの間、出航

してはならなかった。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、五貫島北方沖において、Ａ船が西北西

進中、Ｂ船が航海灯を装備していない状態で漂泊中、船長Ａが、前路

に航行の支障となる他船はいないと思い、本件灯火に意識を向けて航

行したため、前路のＢ船に気付かず、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・船長は、日出前の薄明時、前路で漂泊中の他船を早期に発見でき

るよう、レーダー及び双眼鏡を活用して周囲の見張りを適切に行

うこと。 

・航海灯が装備されていない船舶の船長は、日没から日出までの

間、出航しないこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 
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